
令和６年度 滋賀県中学校体育大会（※1）参加資格の特例 

【ラグビーフットボール専門部】細則 

 

※1…春季体育大会・夏季総合体育大会・秋季新人大会・駅伝競走大会・冬季体育大会 

 

１ 大会参加の条件 

（１）地域スポーツ団体等に所属し、滋賀県中学校体育連盟に参加を認められた生徒である。 

（２）日本ラグビーフットボール協会にチーム登録をしている。また選手は日本ラグビーフットボール

協会に選手登録をしている。 

（３）地域スポーツ団体等は以下の条件を具備する。 

①滋賀県中学校体育連盟主催大会に参加を認める条件 

・ 滋賀県中学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し、それを尊重する。 

・ 生徒の年令及び修業年限が我が国の中学校と一致していること（滋賀県下の中学校等に在籍

している中学生である）。 

・ 地域スポーツ団体等にあっては、日常継続的な活動が代表者もしくは指導資格を有する指導

者の指導のもとに、滋賀県下で適切に行われている。 

・ 『運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン』（平成 30 年３月スポーツ庁発出）の「２ 

合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進、３ 適切な休養日等の設定」を遵守している。 

・ 滋賀県中学校体育連盟に認定されている。 

・ 滋賀県中学校体育連盟への認定手続きは、所定の様式を用いた申請・ヒアリング等を実施し

たうえで、認定の可否を判断する。 

・ 滋賀県中学校体育連盟の認定にかかる費用は、１団体あたり 12,000円（単年度）とする。 

・ 滋賀県中学校体育連盟主催大会において、競技役員や審判など運営上必要な事項に協力す

る。 

・ 同一大会内で、別のチームでの大会参加は認めない。 

②大会に参加した場合に守るべき条件 

・ 大会の開催基準を守り、大会申し合わせ事項等に従うとともに、大会の円滑な運営に協力す

る。 

・ 大会参加に際して、地域スポーツ団体等においては、責任ある代表者・指導者が生徒を引率す

ること（引率細則は適用する）。また、万一の事故発生に備え、傷害保険等に加入するなどして、

万全の事故対策を立てておくこと。 

・ 大会開催に要する経費については、必要に応じて、応分の負担をする。 

・ 出場は１チームのみとする（複数のチームの参加はできない）。 

（４）参加を認めない場合 

①大会参加申込に際して、参加条件に虚偽の内容が判明した場合は、以降一切の大会参加を認め

ない。 

②上記理由により、滋賀県中学校体育連盟の認定を取り消すこととなった場合、認定等にかかっ

た費用は返金をしない。 

③コンバインドチーム(合同チーム)での参加は認めない。 



２ 大会参加にあたっての留意事項 

（１）大会参加にあたっては、健康診断を受けるなどして、選手の健康管理に十分留意すること。 

（２）大会中(試合中、及び移動中)に発生した負傷については、日本スポーツ振興センターを利用して

治療を受けること。入院を必要とするような大きな怪我が起こった場合は、チームの責任者及びレ

フリーは滋賀県ラグビーフットボール協会所定の用紙に記入のうえ、チーム責任者及び会場責任者

が専門委員長まで提出する。 

     （例）骨折、脳震盪など 参考：傷害報告書 滋賀県協会ＨＰ （様式・申請書類） 

（３）本連盟に加盟している学校は、必ず責任ある教職員もしくは部活動指導員が引率すること。 ま

た地域スポーツ団体においては責任ある代表者・指導者が生徒を引率すること。 

 

３ 棄権・変更する場合 

（１）抽選会後に棄権する場合は、以下のような手順を踏む。 

   Ａ，専門委員長に理由を含めて連絡をする。  Ｂ，競技委員長に連絡をする。 

   Ｃ，相手校に連絡をする。  Ｄ，審判に連絡をする。  Ｅ，試合日の会場責任者に連絡をする。 

※これらの手順を行わなければ、無断での棄権とみなす。 

※特別な事情等でチームに顧問（地域スポーツ団体においては監督、コーチ）が不在となる場合

であっても、原則として日程変更は認めない。ただし安全面等を考慮し、大会本部が総合的に

判断をする。 

（２）棄権の際、ノーコンテストの練習試合形式での試合は行わない。 

（３）同じ日の同一会場にて、棄権または試合日の変更等があり試合が抜けた場合、以降の試合時間

を繰り上げて行うことを原則とする。 

（４）無断で棄権した場合 

ア、棄権したチームは次年度の中体連主催の試合に出場できないこととする。 

イ、棄権したチームは相手校に交通費２３名分(選手２２名、引率者１名)を支払う。 

       ※交通費は専門部が徴収し、相手校に支払う。 

 

４ その他 

（１）各会場での準備・後片付け、及び、使用上のマナーについて 

①試合会場の準備については、複数のチームで担当する。なお、準備にあたったチームは、１時間前

に、グラウンドの整備を行うこと。 

   ②後片付けにあたっているチームは、会場責任者の指示を受ける。 

③各チームの試合後、紙屑、テーピングのテープ、また、各チームが持ってきたもの、使用したもの

全ての後始末をして帰ること。原則として、各チームが出したゴミは持ち帰ること。 


